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総合法律支援法30条1項4号

についての日弁連からの改正案

【現行】発災日から「 1 年」を超えない範囲内

資力不問の無料法律相談実施

【改正案】上限を「少なくとも 2 年」に伸長

また、

上限に達した場合でも政府の決定により

「2 年を超えて」柔軟に延長できる規定
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